
『デマンド交通』について

１．デマンド交通とは…

２．長門市のデマンド交通⇒『市内全域デマンド交通化』(令和4年10月～)

≫ 令和3年　4月

●向津具地区（Ｉ）、俵山地区（Ｆ）⇒週5日運行開始

≫ 令和3年10月

●日置地区（Ｇ）⇒区域拡大

●油谷地区（Ｈ）、渋木・真木地区（Ｄ）、湯本地区（Ｅ）、青海島地区（Ａ）

≫ 令和4年10月

●西深川・黄波戸地区（Ｊ）、三隅地区（Ｂ+Ｃ）、長門市街地区（Ｋ）

資料３補足

デマンド交通とは≫

・電話での予約が必要で

あるが、利用者のニーズ

に応じて、運行経路・ダイ

ヤ等を柔軟に対応して運

行を行う地域公共交通

のこと。

自宅付近から乗り降り

でき、地域の中心地や

駅・バス停の間を運行し

ます。


